
平成 23 年 11 月 1 日

インフルエンザワクチンを接種する際、未成年（20 歳未満）の方は、保護者の同意が必

要となります。インフルエンザ予防接種予診票の署名欄に保護者のサインが必要になりま

す。事前にインフルエンザ予防接種予診票を配布致しますので総合受付（医事課）にお声

をかけて下さい。


